
ホットライン まちからのお知らせ、⽣活に関する制度について

対 象 者 診 断 チ ャ ー ト

　※６月中に対象者には申請書を送付いたします。
　※住民税の申告をまだしていない方には、申請書は送付いたしません。

　基準日は、平成26年１月１日になります。

　※当チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。

受付会場のご案内

給付金窓口
大崎町中央公民館１階第３会議室
（月～金　８：30～17：15）

生活保護を
受けていま
すか。

26年度分の
住民税は課税
されています
か。

26年度分の
住民税が課税
されている方
に生活の面倒
を見てもらっ
ていますか。

加算対象の
基礎年金・児
童扶養手当等
を受給してい
ますか。

臨時福祉給付金
の支給対象者と
なる可能性があ
ります。
（１万円）

臨時福祉

臨時福祉給付金
の支給対象者と
なる可能性があ
ります。
（加算を含む
１万５千円）

臨時福祉

対象ではありません。

26年１月分の児童手当等を受給し
ていますか。
（中学生以下の児童がいますか。）

いいえ

子育て世帯臨時
特例給付金の支
給対象者となる
可能性がありま
す。

子育て世帯

はい

25年の
所得は制限額以上ですか。

税務課から課税
通知書が送付さ
れていれば課税
されています。

はいはい はい

いいえ はい

はい いいえ

いいえ いいえ いいえ

区分（扶養親族等の数） 限度額目安（給与収入ベース）
　子１人（１人） 875.6 万円

　妻・子１人（２人） 917.8 万円

　妻・子２人（３人） 960 万円

表１　児童手当の所得制限限度額

地　　区 会　　　　　場
６月 22 日（日）　９：00～ 12：00 立小野地区 立小野ふれあい館
６月 22 日（日）　13：00～ 16：00 持 留 地 区 持留改善センター
６月 29 日（日）　９：00～ 15：00 野 方 地 区 野方改善センター
７月  ５日（土）　９：00～ 12：00 大 丸 地 区 大丸改善センター
７月  ５日（土）　13：00～ 16：00 中 沖 地 区 中沖地区公民館
７月  ６日（日）　９：00～ 15：00 菱 田 地 区 菱田改善センター
７月 12 日（土）　９：00～ 15：00 大 崎 地 区 町中央公民館１階第３会議室

●下記の日程で受付会場を設けますので、最寄りの会場で申請を行うことでできます。

◆あなたが給付金の対象者か確認しましょう。

保健福祉課　社会福祉係【臨時福祉給付金担当】　☎476-1111（173・143）問福祉福祉保健福祉課からのお知らせ保健福祉課からのお知らせ

下記表１
をご覧く
ださい。

対象ではありません。

※ 保護基準の改定で消
費税の負担に対応し
ます
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